
施 設 名

管 理 者 名 指定期間 ～

担 当 課

所 在 地

根 拠 法 令

設 置 条 例

施 設 設 置 目 的

管 理 ･ 運 営 に 関 す る 基 本 理 念 ， 方 針 等

　老人の健康な心身の保持と安定した生活の維持を図るため，老人福祉法第15条第2項の規定に基づき，老人デ
イサービスセンターを設置する。

平成２９年度　公の施設目標管理型評価書【指定管理者施設用】

老人福祉法

新潟市老人デイサービスセンター条例

老人デイサービスセンターかんばらの里

社会福祉法人秋葉福祉会

【管理運営に関する基本的事項】

平成27年4月1日 平成32年3月31日

新潟市秋葉区古田616番地7

秋葉区　健康福祉課

施 設 概 要

(1)開設月日（建築年）：昭和63年4月1日
(2)施設規模：鉄筋コンクリート造平屋建／敷地面積 2,005.00 ㎡／延床面積 359.39 ㎡
(3)施設内容：食堂・機能訓練室・静養室はワンフロアー，相談室、浴室、事務室，厨房，トイレ
(4)定員：（介護予防）通所介護：30名
(5)休館日：なし
(6)開館時間：午前7時から午後7時まで
(7)サービス提供時間：午前9時から午後5時まで

（1） 高齢者の健康な心身の保持と安定した生活の維持を図るために設置された施設であることを十分に認識
　　　し，設置目的に沿った管理運営を行う。
（2） 公の施設であることを認識し，市民の平等利用が確保されるように公平な管理運営を行う。
（3） 効果的・効率的な管理運営を行い，経費の削減に努める。
（4） 利用者や地域住民の意見を管理運営に反映させる。
（5） 利用者からの苦情を解決する体制を取り，サービスの向上に努める。
（6） 近隣住民や他の組織，事業者と良好な関係を維持する。
（7） 省エネルギーに努めるとともに，廃棄物の発生を抑制し，環境に配慮した管理を行う。
（8） 個人情報の保護を徹底し，その取り扱いを適正に行える体制を整える。
（9） 法令等を遵守した管理運営を行う。



視 点 評価
※

A

A

A

A

苦情・要望に対する対応 1週間以内に対応

平成２９年は３件
の苦情があった
が，ケアマネー
ジャーと連携し対
処した。

即時に対応してい
る。ケアマネー
ジャーと連携し親
身に対応してい
る。

市 民

年１回のアンケー
トを利用者及び居
宅介護支援事業
所に向け実施した

評価指標 評価コメント
※

８０％以上の満足
度を得ている。送
迎の接遇が昨年
より高い評価を受
け，カラオケも好
評である。

利用者アンケートでの満足
度80％以上

業 務

評価項目

利用者満足度

事件・事故等発生時の対応
の適切さ

個人情報保護の徹底

財 務

※公設民営、介護報酬で運営さえているため、委託料なし

・対応マニュアル等の有無
・個人情報保護の遵守

対応マニュアル：
有
新人研修，部署内
研修において周知
した。

研修，会議を通じ
て職員全員に周
知徹底を図ってい
る。

・対応マニュアル等の有無
・避難訓練等の実施
（年2回以上）

対応マニュアル：
有
避難訓練について
は，年２回実施
し，うち１回は併設
の特養と合同で実
施した。

地震による火災を
想定し訓練を行っ
た。
さまざまな災害を
想定し，迅速な対
応ができるよう実
践的な訓練を行っ
ている。

実績

A

A

B

A

設備点検は，適正
に外部業者に委
託して行った。

利用者に迷惑の
かかることのない
よう，設備点検を
念入りに行ってい
る。

業務仕様書等に定める事項
の遵守

その他業務仕様書等に定め
る事項の遵守

マニュアルについ
ては随時見直しと
追加を行い，部署
内で周知した。

業務マニュアルの
見直しを随時行
い，年２回の研修
で周知を図ってい
る。

業 務

人 材

管理運営者としての適切さ

した。

基準通りの配置が
なされている。

人員配置は適正
に配置している。

行政機関からの指導監査等
における指摘事項の有無

適切な人員配置 基準以上の職員数の配置

職員の資質向上の取り組み
技能・技術を維持向上する
ための研修の実施

介護福祉会等の
主催する外部研
修に全員が参加し
ている。
法人内では接遇，
虐待等の研修に
多くが参加。
施設内研修では
食中毒，介護，歯
科衛生などテーマ
を決め，年６回
行った。

積極的に外部研
修に参加し，伝達
研修を行った。



指定管理者記載欄（アピールしたい事項・未達成項目への改善策等）

所 管 課 に よ る 総 合 評 価 （ 所 見 ）

・365日営業で，朝7時から夜19時までの延長利用に対応し，ご利用者の要望に応えている。
・サービス提供時間帯を通じて看護師を配置し，医療依存度の高いご利用者にも安心していただけるサービスを提供して
いる。
・カラオケ設備を設置し，ご利用者に喜ばれている。
・実績については定員３０人のところ1日の利用者数２２人を目標とした。年度当初は新規利用者も多く一時的に利用者が
増えたが，入院を機にショートステイや施設入所に移行される方も多く結果的には１日平均１９．１人の利用と目標数値に
届かなかった。日曜の利用者が特に少なかった。
・機能訓練については，３か月毎に利用者の自宅を訪問して希望や状況把握に努め，在宅生活の継続を目標に支援して
きた。
・利用者アンケートでは，当事業所について「良い」との評価を得た。
・平成３０年度の重点目標は「笑顔であいさつをしよう」を掲げ，利用者に満足していただけるデイサービスを目指していき
たい。

利用者，家族のほかに居宅介護支援事業所にもアンケート調査を実施し地域にとっての事業者のあり方を検討しながら
事業を行っている。事件・事故等発生時対応マニュアルを整備し，実践的な訓練を行う，積極的に外部研修に参加し，施
設内でテーマを決め年６回の研修を行うなど積極的に職員の資質向上に取り組んでいる。要望，苦情に対してケアマネー
ジャーと連携し利用者の立場，考え方に立った親身な対応をとっている。これらの姿勢が利用者アンケートでの高い評価
につながっており大いに評価できる。

【評価基準】

Ａ：要求水準（評価指標）を達成し、かつその達成度・内容が優れている

Ｂ：要求水準（評価指標）が達成されている

Ｃ：要求水準（評価指標）が達成されていない

※評価について、「A」を付ける場合は「優れている点」を、「C」を付ける場合は「達成されていない点」を、「評価コメ
ント」欄に明記してください。（評価指標が達成されているだけなら「B評価」で、その達成度や内容が優れていな
ければ「A評価」とはなりませんので、ご注意ください。）


